
     

業務品質確保調整会議実施要領 

 

１．目的 

  業務品質確保調整会議（以下「調整会議」という。）は、円滑な業務の実施及び品質の確

保を図ることを目的として、発注者及び受注者双方の責任者等が参加し、業務における条

件、業務工程の確認及び調整、業務計画の確認や設計変更に関する確認・調整・決定等を

行う場として開催する。 

 

２．対象業務 

  原則として設計・測量・調査等業務及び発注者支援業務の全件を対象とする。 

 

３．調整会議の運営 

  発注者は、原則、事務所の業務監督担当課又は、技術調査事務所の業務担当課（設計業

務等）に事務局を設置するものとし、事務局は、調整会議の開催の必要があると認める場

合は、発注者及び受注者又は必要に応じ土質調査者と日程調整するものとする。 

 

（１）調整会議の開催時期 

  １）調整会議は、受注者が設計図書の確認が完了した業務着手前に開催することを原則

とするが、具体的な開催時期は事務局が関係者と日程調整するものとする。 

  ２）１）のほか、設計変更事象発生時や発注者及び受注者間で確認・調整等が必要にな

った場合に開催できる。また、設計業務において、地盤条件が特殊又は複雑である等、

地盤特性の状況や地盤条件等の設定意図を受注者へ情報共有し、正確に伝達する必要

があると認められる場合も開催することができる。（以下「地盤条件等の確認」という。） 

  ３）受注者の要請により開催する場合には、受注者は、確認・調整する内容を整理し、発

注者に調整会議の開催を要請するものとする。 

  ４）発注者は、受注者から要請があった場合、要請内容を確認の上、調整会議を開催し

なければならない。発注者が開催の必要があると判断した場合も、発注者の発議によ

り開催することができる。 

  ５）調整会議は、業務における事前協議や中間報告等を兼ねて実施することができるも

のとする。 

 

（２）調整会議の構成 

  構成員は以下のメンバー（以下、関係者という）を標準とし調整会議の会議内容に応じ

て、適宜変更し開催する。表１を参考とすること。 

  １）発注者：副所長以上、工務課長、発注・契約担当課長（積算・契約担当） 

        調査職員（総括調査員、主任調査員、調査員） 

本局及び技術調査事務所の関係者 

  ２）受注者：受注者の代表者等、管理技術者、担当技術者等 

※地盤条件等の確認を実施する場合 

上記の構成員に以下のメンバーを加えるものとする。 

３）発注者：土質調査担当者（技術調査事務所及び事務所の土質調査担当課長等） 



     

  ４）土質調査者：当該施設に関わる土質調査業務の受注者（管理技術者、担当技術者

等）複数者可 

 

表１ 会議内容に応じた参加者の基本組み合わせ 

開催内容 開催時期 
参加者 

開催の有無 
発注者 受注者 土質調査者 

地盤条件等の確認 業務着手前 ○ ○ ○ ※必要に応じ 

設計・履行条件 

業務工程 

業務計画 

業務環境改善 

業務着手前 ○ ○  必須 

設計変更 業務着手後 ○ ○  必須 

①会議内容に応じて、参加者を適宜変更し開催すること。 

      ②会議内容により、上記を組み合わせての同時開催を可能とする。 

      

（３）調整会議の内容 

   発注者及び受注者は、以下の内容のうち必要な項目について確認・調整等を行う。 

１）地盤条件等の確認（必要に応じて実施） 

①事務局は条件設定上の確認したい内容を事前に確認し、発注者及び土質調査者の回答

と共に各担当者より以下に関する質疑応答などを通じて、構成員間の情報共有を図る。 

  ・受注者から、設計図書及び土質調査結果による条件設定意図の質問等。 

  ・発注者から、地盤特性の状況や条件設定上の留意事項の説明等。 

  ・土質調査者から、土質調査結果の留意事項、土性図の作成意図等の説明、その他助言

等 

  ②発注者は地盤条件の確認の結果を踏まえ、今後の方針を決定し受注者に伝える。 

 

２）設計・履行条件 

発注者は、設計図書に明示された設計条件、履行条件（技術提案、関係者調整事項、現

地条件等含む）について説明を行うものとする。また、受注者が確認・調整を必要とする

場合は、説明・補足等を行う。 

 

３）業務工程 

  ①受注者は、業務工程について発注者に確認、調整を必要とする場合は、資料等を作成

し発注者に説明する。発注者は必要に応じて当該業務の検討事項や課題を把握し、回答

期限等の調整を行う。なお、業務スケジュール進捗表（様式１）（以下、「進捗表」という）

を使用して確認、調整を行うことができる。 

②進捗表は受注者が作成し、発注者は適宜内容の確認及び承諾を行う。なお、適宜様式

を変更して使用することを可能とする。 

③業務の遂行中に発注者の判断または指示が必要とされる事案については、受発注者双

方で協議し、その役割分担や着手日及び回答期限等を定めるものとする。 

  ④業務スケジュール進捗表を使用する受注者は、適宜、進捗表を更新し、打合せ・確認

等記録簿及び成果物の提出時に併せて、発注者に提出すること。また、それ以外では月１



     

回程度の頻度で更新し、電子メール等で発注者に提出すること。なお、その際は「港湾設

計・測量・調査等業務共通仕様書」1-19 「履行報告」を省略することができるものとす

る。 

４）業務計画 

   受注者から発注者へ業務計画書等により業務計画の説明を行う。 

 ５）業務環境改善 

   発注者及び受注者は、「業務環境改善実施要領（案）(令和 6 年 3 月)」に基づき、業務履行

環境の確認、調整を行い、履行期間中の業務改善に努める。 

６）設計変更 

   着手前に行う調整会議においては、発注者は契約変更事務ガイドライン(令和 5 年 3 月)の

内容を受注者に説明する。また、設計変更事象が発生した場合において、契約変更事務ガイ

ドライン(令和 5 年 3 月)を活用しながら、設計変更にかかる課題の解決、設計変更の妥当性

等について確認・調整を行う。 

 ７）その他確認・調整等が必要な事項 

 

（４）資料の作成 

   調整会議に必要な資料は、発注者及び受注者がそれぞれ説明に必要な資料を各自作成

する。なお、資料作成にかかる費用については計上しない。 

   土質調査者は随意契約の仕様書に基づくものとする。  

 

４．調整会議の手続き 

（１）開催調整 

   事務局は発注者及び受注者の要請を踏まえ、関係者と日程調整等を行い、開催日を連

絡する。 

（２）打合せ・確認等記録簿の作成 

   調整会議により確認・決定された事項、受注者及び発注者の必要とされる作業の分担、

時期等について、受注者は、打合せ・確認等記録簿（様式－２）を作成し、調整会議の構

成員に確認・共有した後、監督職員へ提出するものとする。 

 

５．費用負担 

（１）調整会議（地盤条件等の確認以外） 

調整会議開催に係る費用は、事前協議や中間報告と兼ねて開催することを想定してい

るため、原則計上しないものとする。ただし、発注者及び受注者協議により、必要に応じ

て旅費等に関する費用を計上できるものとする。 

（２）調整会議（地盤条件等の確認） 

１）受注者に対する費用 

①打合せ：主任技師０．５人／回、技師Ａ０．５人／回を標準とする。 

②事務用品費の算定対象額から除くものとする。 

③旅費・交通費：Web 会議を活用することを想定しているため、旅費交通費は未計上とす

る。ただし、発注者及び受注者協議により、必要に応じて旅費交通費を計上できるものと

する。 



     

２）土質調査者に対する費用 

会計法第 29 条の３第４項及び予決令第 102 条の４第４号の規定による随意契約により会

議の開催毎に発注者が契約する。 

①支出費目：測量設計費 

②打合せ：地質調査技師０．５人／回、主任地質調査員０．５人／回を標準とする。 

③旅費・交通費：Web 会議を活用することを想定しているため、旅費交通費は未計上とす

る。ただし、発注者及び受注者協議により、必要に応じて旅費交通費を計上できるものと

する。 

④資料作成費：随意契約の仕様書に基づく 

⑤諸経費：積算基準に基づき計上する。 

 

６．その他 

（１）発注者及び受注者は調整会議の趣旨を踏まえつつ、本会議の円滑な実施に努めるとと

もに、会議で決定した事項について発注者及び受注者間で共有し実行する。 

（２）「地盤条件等の確認」の参加者が会議で知り得た情報については、守秘義務を堅持させ

るとともに、目的外使用の禁止を徹底させる。 

（３）調整会議の開催については、Web 会議を活用するなど、発注者及び受注者間の調整を

踏まえ、適宜、効率的に開催する。 
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品質確保調整会議（業務） 打合せ・確認等記録簿 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．業務概要 

業務名  

履行期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

発注者名  

受注者名  

 

Ⅱ．品質確保調整会議 

開催日時 令和  年  月  日（ ）    時  分～  時  分 

開催場所  開催回数 ●回目 

開催時期 □業務着手前   □業務履行途中   □その他（       ） 

会議内容 □品確会議(初回) □品確会議(中間・最終報告) □地盤条件等の確認 

□その他（      ） 

参加者 

（発注者） 

□副所長以上※の参加があった  ※本業務の責任者となる者 

＜参加者＞ 

●●副所長、●●工務課長、●●出張所長、●●係長 

 

 

参加者 

（受注者） 

 

 

 

 

□受注者の代表等※の参加があった  ※本業務の責任者となる者 

■■コンサルタント(株)■■支店▲▲部長、▲▲管理技術者、▲▲担当技術者 

 

 

参加者 

（土質調査者） 

 

 

 

 

○○土質業務（履行期間○年○月○日～○年○月○日） 

■■コンサルタント(株)■■支店▲▲部長、▲▲管理技術者、▲▲担当技術者 

 

 

 

確認欄 

受注者 発注者 

 

 

 

 

様式－２ 

）２ 

 

 

記載例 

）２ 

 

 



     

Ⅲ．チェックリスト 

確認・調整項目 チェック 確認・調整結果 

１）地盤条件等の確認（必要に応じて実施） 

地盤条件等の確認を行った 

 
□ 

 

２）設計・履行条件 

特記仕様書等に示された設計・履行

条件について確認・調整を行った 
□ 

 

３）業務工程 

業務工程の確認・調整を行った 

 
□ 

 

休日を確保した適切な履行期間で

あることを確認した 
□ 

 

４）業務計画 

業務計画書による業務計画の確認

を行った 
□ 

 

５）業務環境改善 

「業務環境改善実施要領（案）」に基

づき、履行環境の配慮の確認を行っ

た 

□ 

 

６）設計変更 

発注者から契約変更事務ガイドライ

ンの説明を行った 
□ 

 

設計変更にかかる課題の解決や妥

当性等の確認・調整を行った 
□ 

 

７）その他確認・調整等が必要な事

項 
□ 

 

 

Ⅳ．打合せ・確認等記録簿 

※会議における決定事項や残調整事項、地盤条件の確認内容、今後の方針等、議事要旨を記

載 

 

 

 

 

 

 

 


